
船舶事故調査報告書 

平成２９年１１月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年３月２７日 ２２時５０分ごろ 

発生場所 鹿児島県西之表
にしのおもて

市喜志鹿
き し か

埼北北東方沖 

 喜志鹿埼灯台から真方位０１４°１０.９海里付近 

 （概位 北緯３１°００.７′ 東経１３１°０６.６′） 

事故の概要  油タンカーKHAWR
ホ ー ル

 ALADID
アラディッド

及び漁船第二十八福
ふく

吉
よし

丸は、共に西進中、

両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年４月２７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー KHAWR ALADID（カタール国籍）、５７,２４３トン 

９２９９７５７（ＩＭＯ番号）、QATAR SHIPPING COMPANY 

S.P.C 

Ｂ 漁船 第二十八福吉丸、１９トン 

   ＫＯ２－２５２３（漁船登録番号）、株式会社福吉丸 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（インド国籍）、締約国資格受有者承認証 船長（カター

ル国発給） 

  航海士Ａ（インド国籍）、締約国資格受有者承認証 航海士（カ

タール国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

  甲板員Ｂ、甲板部航海当直部員の認証受有 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 北西、波高 ４.０ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２６人（全員インド国籍）が乗り

組み、法定灯火を表示し、平成２９年３月２７日２２時００分ごろ、

約１４ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵によ

り、大隅海峡を韓国に向けて西進していた。 

 航海士Ａは、左舷船首方にＢ船を視認し、２２時４５分ごろＢ船に

対して短音５回の汽笛を鳴らし、昼間信号灯を照射したが、Ａ船の左

舷中央部やや後方にＢ船の船首が接触した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂほか１１人（日本国籍８人及びインド

ネシア共和国籍３人）が乗り組み、法定灯火を表示し、約９knの速力

で自動操舵により、大隅海峡を鹿児島県鹿児島市鹿児島港に向けて西

進していた。 



 単独で操船に当たっていた甲板員Ｂは、右舷後方から接近するＡ船

に気付き、椅子に腰を掛けた姿勢でレーダー上にポインターを付して

監視中、２２時３５分ごろ、Ａ船の針路が右に変わったように見えた

ので、安心していたところ、居眠りに陥った。 

甲板員Ｂは、２２時５０分ごろ、ふと目覚めると、船首方至近に接

近したＡ船の船体に気付き、直ちに機関を後進にかけた。 

 甲板員Ｂは、本事故時、海上が時化
し け

ていたので、衝突したかどうか

分からなかったが、鹿児島港に入港後点検したところ、船首に損傷を

見付けたので、本事故の発生について船舶所有者を通じて海上保安庁

に通報した。 

 甲板員Ｂは、Ａ船からの汽笛及び発光信号に気付かなかった。 

分析 

 

 Ａ船は、航海士Ａが、左舷船首方のＢ船に接近した際、短音５回の

汽笛を鳴らし、昼間信号灯を照射したものの、同じ針路及び速力で航

行を続けたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 航海士Ａが同じ針路及び速力で航行を続けた状況については、航海

士Ａから十分な情報が得られなかったため、明らかにすることができ

なかった。 

 Ｂ船は、単独で操船に当たっていた甲板員Ｂが、居眠りに陥ったこ

とから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 甲板員Ｂは、自動操舵とし、椅子に腰を掛けた楽な姿勢で見張りを

行っていたこと、及び右舷後方から接近していたＡ船の針路が変わっ

たように見え、安心したことから、居眠りに陥った可能性があると考

えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船及びＢ船が共に西進中、航海士Ａが、左舷船

首方のＢ船に接近した際、同じ針路及び速力で航行を続け、また、甲

板員Ｂが、居眠りに陥ったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・国際海上衝突予防規則の航法規定に基づいて衝突を避ける動作を

とること。 

 ・単独で操船中は、時々手動操舵にしたり、立って見張りをしたり

するなど、居眠り運航の防止措置を講じること。 

 


